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1．はじめに  
 

東芝グループは、「⼈と、地球の、明⽇のために。」を経営理念の主⽂に掲げ、事業を通じて社会の発展に貢献していく
という変わらぬ信念を⽰しています。創業時から培ってきた発想⼒と技術⼒を結集し、複雑化・深刻化する社会課題の
解決に⽴ち向かい、新しい未来を始動させることが、私たちの存在意義です。 
  
この理念のもと、当社グループ独⾃の信頼性の⾼い製品とサービスで環境をはじめとする社会課題の解決をめざし、持
続可能な社会の実現に貢献するとともに、さらなる企業価値の向上を図っていかなければなりません。これらの達成には、
⻑期的な視点で世界の潮流に対応していくことが重要と考えています。  
  
そこで東芝グループでは、カーボンニュートラルや循環経済への対応等グローバルな視野に⽴った新たな⻑期ビジョンとし
て、「環境未来ビジョン 2050」を策定しました。本ビジョンは「豊かな価値の創造と地球との共⽣をめざした環境経営
を通じて持続可能な社会の実現に貢献する」ことを⽬的としています。具体的には、「気候変動への対応」「循環経済
への対応」「⽣態系への配慮」の３分野への取組を推進し、持続可能な社会、すなわち脱炭素社会・循環型社会・
⾃然共⽣社会の実現をめざします。特に「気候変動への対応」については、当社グループ環境経営における最重要課
題と捉え、2050 年度までにバリューチェーン全体でカーボンニュートラルを実現することをめざします。本ビジョン 

は「東芝グループ環境基本⽅針」にも則しており、当社グループが描く、2050 年の「あるべき姿」となります。  
  
「環境未来ビジョン 2050」を実現するためにはサプライチェーン全体にわたる環境配慮が不可⽋であり、積極的に環境
経営を推進している調達取引先様から、環境負荷の⼩さい製品・部品・材料・サービス等を調達するグリーン調達は、
東芝グループにとって優先度の⾼い取組となります。本ガイドラインでは、グリーン調達に関する東芝グループの考え及び
具体的なお願い事項について⽰させていただいています。調達取引先の皆様には、ご理解とご協⼒を賜りますよう、よろ
しくお願いいたします。  
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２．東芝グループ「環境未来ビジョン 2050」  

 

東芝グループの⻑期環境ビジョン「環境未来ビジョン 2050」は、「豊かな価値の創造と地球との共⽣をめざした環境経
営を通じて持続可能な社会の実現に貢献する」ことを⽬的とし、持続可能な社会、すなわち脱炭素社会・循環型社
会・⾃然共⽣社会の実現をめざします。具体的には、事業活動及び製品・サービスにおける、気候変動や資源問題へ
の対応、⽔資源や化学物質の管理、事業所内外における⽣物多様性保全活動を活動項⽬として設定しています。
気候変動への対応については、2050 年度までにグループのバリューチェーン全体でカーボンニュートラルをめざすとともに、
その通過点として、2030 年度までに温室効果ガス排出量を 70％削減（2019 年度⽐）することを⽬標としていま
す。 
  
本ビジョンの実現に向けては、⾏動計画「環境アクションプラン」を策定し、数年ごとに計画の⾒直しを⾏いながら、設定
項⽬の活動推進及び進捗管理を⾏っています。  

  
  

■東芝グループ環境未来ビジョン 2050        
  

 

東芝グループ環境未来ビジョン 2050    
https://www.global.toshiba/jp/environment/corporate/vision/vision2050.html  
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■カーボンニュートラルに向けた温室効果ガス排出削減⽬標の内訳  
  

 

  

  

■東芝グループ環境アクションプラン  
https://www.global.toshiba/jp/environment/corporate/vision/plan2.html  

  
  

３．グリーン調達の⽬的  
 

東芝グループでは、調達取引先様との協働により、積極的に環境経営を推進している調達取引先様から、環境負荷
の⼩さい製品・部品・材料・サービス等をご提供いただく取り組みを進めています。それにより、ライフサイクルを通して環境
負荷の低減に寄与する環境調和型製品・サービスの創出を⾏い、「環境  未来ビジョン 2050」が描く、脱炭素社会・
循環型社会・⾃然共⽣社会を柱とする持続可能な社会の構築に貢献します。  
  

４．グリーン調達の適⽤範囲  
 

本ガイドラインで⽰す内容は、東芝グループに納⼊いただく全ての製品、部品、材料等（以下、納⼊品）  及びご提供
いただくサービスに適⽤します。  
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５．調達取引先様へのお願い事項   
 

本項⽬では調達取引先様への具体的なお願い事項を記しています。東芝グループが定めるグリーン調達基準に則した
活動を⾏っていただくとともに、納⼊品の環境品質確保のための契約の締結や、各種調査にご協⼒賜りますよう、よろし
くお願いします。また、皆様の調達取引先様についても、本ガイドラインをご理解いただき、活動を推進していただくよう、
要請をお願いします。  
  
５．１ 東芝グループ調達基準に則した環境経営の推進    

環境未来ビジョン 2050」と連動する形で定めた以下の調達基準に則した環境経営を、より積極的に推進していただ
いている調達取引先様から優先してお取り引きを進めさせていただきます(注１)。  

  
（１）環境マネジメントシステムの構築  

ISO14001:2015 やそれに準ずる環境マネジメントシステムを構築し、第三者認証等を通して当該規格への適
合を実証できる、またはその準備を⾏っている。  

  
（２）環境基本⽅針の策定  

環境に関する具体的な考え⽅を⽰した⾃社の環境基本⽅針を定め、社内で共有している。    
  
（３）環境負荷低減活動の推進  

「環境未来ビジョン 2050」の施策である「気候変動への対応」「循環経済への対応」「⽣態系への配慮」に関連す
る以下の環境負荷低減活動を⾏っている。 
  

➀ 気候変動への対応   
①-1-1 ⾃社の事業活動による温室効果ガス排出（「Scope１」（注 2）および「Scope２」（注 3））の削

減⽬標を⽴て、実績管理を⾏っている。  
①-1-2（⽬標を設定している場合）その⽬標は、「世界的な平均気温上昇を産業⾰命以前に⽐べて 

1.5℃に抑える⽔準と整合した⽬標」である（削減⽬安︓毎年 4.2%以上の削減）（注 4）。  
（⽬標を設定していない場合）2 年以内に削減⽬標の設定ならびに実績管理を⾏う⾒込みがある。  

①-2-1 ⾃社の活動に関連する他社の温室効果ガス排出（「Scope３」（注 5））の削減⽬標を設定し、実
績管理を⾏っている。   

①-2-2（⽬標を設定している場合）設定した⽬標は、「世界的な平均気温上昇を産業⾰命以前に⽐べて 
2℃より⼗分下回る⽔準と整合した⽬標」である（削減⽬安︓年 2.5%以上の削減）（注 6）。  

（⽬標設定していない場合）2 年以内に削減⽬標の設定ならびに実績管理を⾏う⾒込みがある。  
  ①-3  温室効果ガス排出量の実績について、①-1-1、①-2-1 の両⽅、またはいずれかについて社外向けに情 

報開⽰をしている（注 7）   
  ①-4   ⾃社または⾃社バリューチェーンにおけるカーボンニュートラルをめざすことを宣⾔している。 
  ①-5  ⾃社の⼀次取引先様に温室効果ガス排出量の削減を要請している。 
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② 循環経済への対応  
②-1 ⾃社事業活動における廃棄物の削減に向けて、活動⽬標（定量または定性）を設定し、実績管理を

⾏っている。  
②-2 ⾃社が製造または提供する製品・サービス及び梱包・包装材における資源循環及び削減に向けて活動

⽬標（定量または定性）を設定し、実績管理を⾏っている（注 8）。 
 

③ ⽣態系への配慮  
③-1 ⾃社事業活動おける化学物質管理に関して活動⽬標（定量または定性）を設定し、実績管理を⾏

っている（注 9）。  
③-2 ⾃社が製造または提供する製品・サービスにおける化学物質管理に関して活動⽬標（定量または定性）

を設定し、実績管理を⾏っている（注 10）。  
③-3 ⾃社事業活動における⽔資源や⽔質等の適正管理に関して基準値や活動⽬標（定量または定性）

を設定し、実績管理を⾏っている（注 11）。  
③-4 ⾃社⽣物多様性保全活動について活動⽬標（定量または定性）を設定し、実績管理を⾏っている 

（注 12）。  
 

（４）東芝グループへの納⼊品における化学物質管理の推進  
環境負荷の⼩さい製品・部品･材料等の納⼊を推進するために以下の活動を⾏っている。  

  
①納⼊品の含有化学物質についての管理体制の構築 

⾃社の化学物質管理規程等に対する不適合等が発⽣した際の対応⼿順が定めてあり、それを組織内の関係 
者に周知、徹底させており、原因究明と再発防⽌の策も併せて徹底している。  

  
②納⼊品の含有化学物質管理 

納⼊品の含有化学物質を管理する⽬的で東芝グループが定める「ランク A(禁⽌物質(群))」及び「ランク 
B(管理物質(群))」の２つのカテゴリー（以下表）を認識のうえ、各々に属する化学物質を指定する「東芝グ
ループ環境関連物質リスト」（以下 URL 参照）に即して管理を⾏っている。 
※https://www.global.toshiba/jp/procurement/corporate/green-procurement.html  
  

      ■化学物質管理上の２つのカテゴリー  

 

 
 

区分   判断基準  
該当物質
（群）  

ランク A  
（禁⽌物質（群））  

東芝グループにおいて、調達品（包装材含む）への含有を
禁⽌する物質(群）。国内外の法規制で製品（包装材含
む）への使⽤が禁⽌または制限されている物質（群）  

別冊_東芝グルー
プ環境関連物質
リスト_表１ 

ランク B  
（管理物質（群））  

使⽤実態を把握し、削減・代替化等の環境負荷低減に努
める物質（群）、またはクローズドシステムで回収・無害化
を図り環境への影響を抑制する物質（群）  

別冊_東芝グルー
プ環境関連物質
リスト_表２ 
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（５）その他マネジメント項⽬ 
       環境リスクへの対応や環境意識の向上に向けて以下の活動を⾏っている。 
 
     ①環境リスクに対する管理体制を構築し、予防措置及び是正措置の⼿順を整えている（注 13）。 
     ②環境関連教育を従業員向けに⾏っている（注 14）。 

         ③貴社を通じて東芝グループに納⼊頂いている製品のメーカーに対して「東芝グループグリーン調達ガイド 
ライン」を周知し、ガイドラインに記載されている調達取引先様へのお願い事項を要求している。または調 
達取引先様向け環境経営評価の評価表をメーカーに配布している（商社様向け）。 

 
５．２ 納⼊品の環境品質確保のための契約の締結   
  

納⼊品の環境品質確保のため、調達取引の際に「品質保証協定書」の締結をお願いしています。  
また、必要に応じて「特定有害物質の使⽤制限に関する合意書」等の提出をお願いする場合があります。  

  
５．３ 各種調査への協⼒   

上記「５．１ 東芝グループ調達基準に則した環境経営の推進」に関する調達取引先様の取組状況を確認させて
いただくために、以下を始めとする各種調査にご協⼒いただきます。  

   
（1）調達取引先様の環境経営に関する評価 

環境経営活動に積極的に取り組んでいる調達取引先様とのパートナーシップを強化するため、調達取引先様 
の環境経営に対する活動状況を定期的に評価させていただきます。回答結果によりランク判定を実施したうえ 
で、⾼評価の取引様からの調達を優先させていただきます。評価結果が低い場合は、東芝グループにて改善活 
動を計画し、改善要請及び指導⽀援を実施する場合があります。また、改善要請及び指導⽀援をしたにもか 
かわらず改善計画通りに改善されない場合は、取引を停⽌させていただく場合があります。 

また関連事項として、取引先環境保全評価リスト（様式例︓別紙１）による評価を依頼する場合があります。 
 

  
（2）納⼊品の含有化学物質（群）に関する調査 

調達取引先様からの新規調達品の設定及び既存調達品の代替要否等の判断にあたり、化学物質（群）の含 
有状況を調査します。お願いする調査内容は、主に以下の項⽬です。  
・「環境関連物質使⽤／不使⽤宣⾔書」による禁⽌物質の不含有確認  
・EU REACH 規則の認可対象候補となる⾼懸念物質(SVHC︓注 14)の含有有無及び含有量調査  

(chemSHERPA®（注 16）、他)  
・分析評価結果の調査 
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（3）その他、上記「5.1 東芝グループ調達基準に則した環境経営の推進」の確実化のために必要な調査  

注 1:  調達取引先様の業態や、納⼊品の種類、必要性等に応じて、基準項⽬が異なる場合があります。また、基準項⽬は今後改訂する
場合があります。  

注 2︓ 事業者⾃らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、⼯業プロセス)  

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate.html  
注 3︓ 他社から供給された電気、熱・蒸気の使⽤に伴う間接排出  

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate.html  
注 4︓ 本基準は SBT イニシアチブによって設定されている SBT 認定基準に対応。  

SBT（Science Based Targets）とは、世界的な平均気温上昇を産業⾰命以前に⽐べて 2℃より⼗分低く保つとともに、 
1.5℃に抑える努⼒を追求するために、企業が中⻑期的に設定する科学的根拠に基づいた温室効果ガス削減⽬標。現在企業
には、バリューチェーン全体における温室効果ガス排出量削減に向けて、取引先様との協働に基づいた SBT を設定することが求め
られている。  

注 5︓ Scope2 以外の間接排出  

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate.html  
注 6︓ 注 4 に同じ  
注 7︓最新の CDP 質問書に回答しているか、CDP での回答以外で温室効果ガス排出量実績の開⽰を⾏っている。CDP とは企業や⾃

治体の環境関連の取り組みに関する調査・評価を年 1 回実施している国際的な⾮営利団体（本部︓英国）。評価結果は機関
投資家、評価機関、顧客等に公表される。 

注 8︓ ⾃社が製造または提供する製品及び包装・梱包材における省資源化量やプラスチック資源循環量、循環経済型ビジネスの推進等  
注 9︓ ⾃社事業活動における化学物質の排出量や管理⽅法等 
注 10︓ ⾃社が製造または提供する製品に含まれる特定化学物質の量や管理⽅法等 
注 11︓⽔リスク評価や、⽔の使⽤量や、排⽔の再⽣使⽤量、⾬⽔の利⽤量の管理、⽔質の管理等 
注 12︓事業所内におけるビオトープの構築、緑地管理、希少種の保護や事業所外における森林・河川・海洋保全    
     等 
注 13︓気候変動のような世界規模の課題から⾃社周辺の⼤気汚染、⽔質汚濁、騒⾳・振動発⽣まで、さまざまな 

環境リスクに関する全社⽅針・規程の⽴案・策定及び、その⽅針や規程に沿った遵法管理の設定  
注 14︓環境経営の重要性や環境コンプライアンスに対する意識向上に向けた教育の推進  
注 15︓⾼懸念物質(SVHC: Substance of very high concern)。EU REACH 規則第 57 条の基準に該当し、かつ第 59 条の⼿

続きにより、認可対象候補物質として選定された物質。  
注 16︓サプライチェーン全体で利⽤可能な、製品含有化学物質情報を伝達するためのスキーム  

 

６．本ガイドラインの変更連絡と公開について  

本ガイドラインは弊社ホームページの下記 URL で公開します。 

https://www3.toshiba.co.jp/tdms/approach/procure/green.htm 

改訂された場合は、弊社調達担当部門から各調達取引先様へメール連絡を致します。 

（何らかの原因で変更連絡が届かない場合も、上記 URL に掲載しているものが最新版となります。） 
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別紙１ 取引先環境保全評価リストの様式例 

 

 

 

 

太枠内をご記入下さい。

メーカ

その他

認証取得日

最終更新日

10 0

10 0

10 0

15 0

5 0

5 0

YES NO 評点

5 0

5 0

5 0

5 0

5 0

5 0

5 0

5 0

5 0

5 0

5 0

5 0

5 0

5 0

5 0

5 0

5 0

5 0

5 0

5 0

5 0

5 0

5 0

ランク

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

【様式】　取引先環境保全評価リスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５０点　～　１００点未満

１００点　～　１５５点未満

企画担当ＧＰＭ部長 調達担当ＧＰＭ企画担当

Ｓ

５０点未満

１５５点　～　１７０点未満

（１）外部認証項目がYES

１７０点 または

評価点（点数は（２）､（３）､（４）の合計）
企画・調達統括部　企画部

   外部認証取得済みでも、（４）の評価をお願いする場合があります。

評価結果
ランク

総得点

教育・情報公開

21．環境関連の教育・訓練を実施している

22．環境に著しい影響を及ぼす可能性のある作業に従事する者には、別途、適切な教育訓練を実施し、受講状況を管理している

23．自社の環境保全に関する情報を公開している

補足説明：（４）環境保全活動に関する項目について (４)合計得点

【ランク判定】 東芝ディーエムエス（株）　確認欄

調達部門

15．悪臭、騒音、振動に関して環境影響を評価・管理し、改善に努力している

16．納入荷姿の改善、梱包のリユース化・リサイクル化、運搬手段の効率化に積極的に取り組んでいる

17．製品アセスメントの仕組みがある

18．緊急事態への対応の仕組みがある

19.不適合に対応するための是正処置および予防保全の手順がある

20．環境に関する内部監査の仕組みがある

計画・　組織

 7．環境に関する目的・目標があり、文書化されている

 8．目的・目標を達成するための責任、手段及び日程を明確にした実行計画が定められている

 9．目的・目標を達成するための組織、責任者、役割及び権限が定められている

環
境
側
面
・
シ
ス
テ
ム

10．大気汚染に関して環境影響を評価・管理し、改善に努力している

11．水質汚濁に関して環境影響を評価・管理し、改善に努力している

12．廃棄物に関して環境影響を評価・管理し、改善に努力している

13．資源消費に関して環境影響を評価・管理し、改善に努力している

14．エネルギー消費に関して環境影響を評価・管理し、改善に努力している

（４）環境保全活動に関する項目　（上記（１）外部認証に関する項目で取得済みの場合記入は必須ではありません）

評　価　項　目

環
境
方
針

 1．環境保全に関する企業理念がある

 2．環境保全取り組みの基本的方向を明示した環境基本方針がある

 3．環境方針を定め、継続的改善及び汚染の予防を誓約している

4．環境方針で環境に関する法令の遵守を誓約している

5．環境方針は文書化され、全従業員に周知されていると共に、一般の人が入手可能である

 6．環境方針が定期的に見直されている

補足説明：（３）製品含有化学物質管理体制に関する項目について

   No.１，２は、ＪＡＭＰが提供する最新の「製品含有化学物質ガイドライン」を参照願います。

YES NO
開始した時期／開始予定日

評点
（ＹＹＹＹ/ＭＭ/ＤＤ）

評　価　項　目
評点理由（１．２，の評点が

０点選択の場合記入）

1. 環境法令・顧客要求等の事項（全廃期限等）をもとに、使用禁止物質・管
理物質の管理に対する目標および全廃・削減・代替計画等を文書化し活動
が推進されている

2. 環境関連物質に関する情報収集・伝達・管理・指示等を行う体制が構築・
運用されている

4.   グリーン調達を実施している

補足説明：（２）グリーン調達活動に関する項目について

　生物多様性保全の取り組みは、「生物多様性基本法（平成二十年六月六日法律第五十八号）」の趣旨に賛同し、エネルギー消費などの環境影響の改善に努力していること
とします。

   グリーン調達活動の実施とは、環境保全活動を実施している取引先との取引と環境配慮した調達品を優先していることとします。

（３）製品含有化学物質管理体制に関する項目

1.   グリーン調達運用ガイドラインの内容を理解している

2.   グリーン調達運用ガイドラインの依頼事項に対応している

3.   生物多様性保全に取り組んでいる

（２）グリーン調達活動に関する項目

評　価　項　目 YES NO
開始した時期／開始予定日

評点
（ＹＹＹＹ/ＭＭ/ＤＤ）

外部認証の取得計画がある

（但し、回答日以降1年以内に限定）

取得計画有りは、認証機関が決定していること。（未定の場合はＮＯとする）　［外部認証取得済みの場合は、認証の写しを提出願います。］

認証取得日（最終更新日）など
認証機関 認証No.

ＹＹＹＹ／ＭＭ／ＤＤ

外部認証を取得済みである

《メーカ》 取引先コード （注１）取引先の業態が商社の場合は、御社の評価と調達先メーカの評価も
　　　　実施していただき、それぞれ報告してください。
（注２）業態欄は、該当項目の左側に"○"を記入してください。
　　　　その他は、右側に具体的にご記入下さい。(役務/ソフト設計など)
（注３）本報告内容について、エビデンスのご提供をお願いする場合があります。

会社名

所在地

本社住所

FAX e-mail アドレス

業　態
  商社（注１） e-mail アドレス

評価者
印

電話番号 （役職・氏名）

取引先コード（５桁）

貴社名 発行日（YYYY/MM/DD）

審査予定日

（１）外部認証に関する項目　外部認証は、ＩＳＯ１４００１またはエコアクション２１などのＩＳＯに準じる環境マネジメントシステムを対象とします。

評価項目 YES/NO

所在地 承認者
印

本社住所 （役職・氏名）
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